
　
国
民
年
金
は
、
私
た
ち
が
年
を
取
っ
た
と
き
や
、
思
わ
ぬ
け
が
や
病
気

で
障
害
者
と
な
っ
た
と
き
、
働
き
手
を
亡
く
し
た
と
き
に
、
そ
の
加
入
者

や
家
族
な
ど
に
年
金
を
支
給
し
て
、生
活
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
制
度
で
す
。

加
入
区
分
が
変
わ
っ
た
と
き
は

届
け
出
を

届け出が必要なとき 異動の内容 届け出先
20歳になったとき
（厚生年金や共済年金加入者を
除く）

第１号被保険者になる

保険年金課
各支所住民室

退職したとき
（厚生年金や共済年金加入者の
場合）

第２号→第１号
（第３号に該当する場
合を除く）

厚生年金保険などに加入して
いる配偶者の扶養になってい
る人で、
●･配偶者が…
(1)退職したとき
(2)65歳になったとき
(3)死亡したとき
●･配偶者の扶養から外れたと
き
●配偶者と離婚したとき

第３号→第１号
（第２号に該当する場
合を除く）

就職したとき 第１・３号→第２号 勤務先

配偶者の扶養に入るとき
（結婚や収入減少、配偶者の就
職など）

第１・２号→第３号 配偶者の勤務先

保険の種類 医療機関などの窓口で提示が必要なもの

国民健康保険

70歳未満
課税世帯 限度額適用認定証

非課税世帯 限度額適用・標準負担額
減額認定証

70歳以上75歳未満
課税世帯 高齢受給者証

非課税世帯 限度額適用・標準負担額
減額認定証

後期高齢者
医療制度

●75歳以上
●･65歳以上75歳未満で一定
の障害があり認定された人

課税世帯 被保険者証

非課税世帯 限度額適用・標準負担額
減額認定証

国
民
年
金

問
い
合
わ
せ
先

保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

☎
62
︲
５
３
３
２

　
加
入
者
は
、
職
業
な
ど
に
よ
っ
て

３
つ
に
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
１
号
被
保
険
者

　
自
営
業
者
、
学
生
、
フ
リ
ー
ア
ル

バ
イ
タ
ー
、
無
職
の
人
な
ど

第
２
号
被
保
険
者

　

会
社
員
な
ど（
厚
生
年
金
保
険
や

共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
る
人
）

第
３
号
被
保
険
者

　
第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て

い
る
配
偶
者

学
生
納
付
特
例
を
受
け
て
い
る
人
へ

　
４
月
以
降
も
在
学
予
定
の
人
に
は
、

３
月
下
旬
に
４
月
分
か
ら
の
申
請
書

が
は
が
き
で
送
付
さ
れ
ま
す
。
郵
送

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請

書
が
届
か
な
い
場
合
は
、
住
所
の
あ

る
市
区
町
村
の
国
民
年
金
窓
口
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

限度額適用認定証とは……
　被保険者からの事前の申請に基
づき発行されるもので、同じ医療
機関で自己負担限度額を超える診
療を受けた場合に、窓口での支払
いを自己負担限度額までにとどめ
ることができます。なお自己負担
限度額は、所得状況などにより世
帯で異なります。

　医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなるのは「入院診
療」に限られていましたが、４月1日から「外来診療」も対象となります。
認定証などの交付を受けるには、事前に保険者へ申請する必要がありま
す。認定証などを窓口に提示しない場合は、今までどおり高額療養費の
申請が必要です。

問い合わせ先
保険年金課国民健康保険班（☎62-5331）
　　　　　高齢者医療年金班（☎62-5882）

４月1日から限度額適用認定証が

外来診療でも利用できるようになります

国民健康保険および後期高齢者医療制度に加入している人

※上記以外の医療保険に加入している人は、それぞれの保険者へ問い合わせてください。
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